
木材を上手に使うこと。
それは、今、私たちができる
地球環境保全の１つです。

住宅や建築物、家具や雑貨、
木材チップから生まれる紙など、
私たちは、日常生活の中で
木材をたくさん使っています。

木材は、自然
の山で、太陽
と地球の恵み
によってつく
られます。

木材をつくるために、人が手入
れを続けている森林は人工林と
呼ばれ、古くから、山で木を育て、
使うことで、自然の恵みを上手に
いただいてきました。

人間の都合に振り回される人工林も
黙ってはいません。
一度手入れをやめてしまった森林は
とたんに私たちに牙を向けます。
水や大気の浄化をやめ、様々な生物
　の生きる環境も奪います。

しかし、そんな日本の森林が、
今、たいへんなことになってます。
特に、全体の 4割を占める人工林が
瀕死の状態です。

日本でつくられた木材が
あまり使われなくなり、
途中で手入れをやめて
しまったからです。

森林は木材を育てるだけでなく、
水や大気の浄化、土砂崩れの防止、
多用な生物を育むことなど、私たち
の環境そのものを維持してくれる、
かけがえのない存在です。

日本は、国土
の 64％が
森林です。

木材調達チェックブック

一般社団法人ウッドマイルズフォーラム　編

品質流通

５つのモノサシを用いて、木材を上手に使い

地球環境保全に貢献しよう

長寿命産地 省エネ
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はじめに 

森林における温室効果ガス吸収や、木造建築を中心とし

た炭素固定が地球温暖化防止に有効であるとされている

中、林業の低迷や木材自給率の低さ、木材産業や国産材住

宅の低迷など、我が国の森林と木材利用の適正な循環を作

り出すためには多くの課題があります。国産材や地域材の

需要拡大を後押しすべき木材に関する環境指標は、木材の

輸送に関する指標（ウッドマイルズ）を始め、持続可能な

森林経営の認証から、木材製品のライフサイクルアセスメ

ントの研究結果まで数多く存在しますが、需要拡大の核と

なる木造建築の設計者や工務店の現場では、多岐に渡り、

かつ難解な環境指標は、ほとんど使われていません。 

 「木材調達チェックブック」は、ウッドマイルズフォー

ラムの前身であるウッドマイルズ研究会会員有志により

検討委員会を立上げ、検討・作成したものです。多岐に渡

る既往の環境指標と品質基準などを用いて、木材調達の際

にチェックすべき事項を「５つのモノサシ」として分かり

易く整理し、総合的な評価に基づき木材調達を図ること、

そして、より優れた木材調達への誘導を図ることを目的と

しています。多くの方々にご活用頂き、ご意見などお寄せ

頂けたら幸いです。 

平成23年3月 ウッドマイルズ研究会木材調達チェック

ブック検討作成委員一同（平成 27 年 11 月一部加筆訂正） 
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用語解説 

５つのモノサシを用いた評価方法は、顔の見える木材調

達の場合と、顔の見えない木材調達の場合の２種類に分け

ています。ローカル、グローバルといった市場規模の違い

によって、そこに求められる指標の信頼性やコストの違い

が当然あり、この違いを加味することで、より多くの関係

者に利用してもらうことを目的としています。 

■ 顔の見える木材調達（下記１～３のいずれかに該当） 

１．木材生産者全てにおいて、顔の見える関係性がある 

林業経営者、素材生産者、原木市場、製材所、製品市場、

プレカット工場など、産地から消費地までの木材流通拠点

全ての事業者が明らかであると共に、各担当者の顔が見え、

かつ高い信頼性が保持されている状態における木材調達。 

２．木材調達範囲が地場産材である 

産地から消費地に至る全ての木材流通拠点が同一都道府

県内、または隣接都道府県内、もしくは産地から消費地ま

での輸送距離が、およそ 300km 以内の木材調達。 

３．１＋２の複合 

一部の流通拠点が地場産材の範囲外になる場合に、その流

通拠点に対しては、１の顔の見える関係性がある木材調達

となっているなど、１と２を複合した木材調達。 

■ 顔の見えない木材調達 

顔の見える木材調達以外の全ての木材調達。 

■ 公的な第三者機関 

国内の地域を限定することなく全国的に通用し、かつ各指

標の分野において、公的認証機関として広く認められてい

る団体、機関。 

■ 監督的立場の関係者 

建築物などに関する事業の当事者において、公平性を持っ

た監督的立場となる関係者（地方公共団体、地域の第三者

的団体、設計監理者など）。 

５つのモノサシ（概要） 

１１産産地地：：森森林林のの持持続続可可能能性性  ３３省省エエネネルルギギーー：：木木材材生生産産のの環環境境負負荷荷削削減減  

●森林の適正な管理計画が明確に示され実施されている。

●国内の森林関連法、国際条約と国際的取り決めを遵守 

している。 

●林業と地域社会との適正な関係性が保たれている。 

●生体系、水資源、土壌が適切に保全されている。 

●木材の製造エネルギー（特に「輸送過程」と「乾燥過程」）

の削減に寄与している。 

４４基基本本的的なな品品質質：：木木材材のの強強度度・・乾乾燥燥  

●木材製品の品質で特に重要な、強度、含水率が確認 

できる。 

２２流流通通：：流流通通経経路路のの透透明明性性・・信信頼頼性性  ５５長長寿寿命命：：木木材材のの長長期期利利用用  

●産地から消費地までの間に木材が通過した、一連の流通

経路情報が確認できる。 

●偽りのない、信頼性の高い情報として確認できる。 

●古材やリユース材など長期利用された木材である。 

●木材の長期利用のための措置や工夫が施されている。 
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１産地（森林の持続可能性）                 

 
 

■■■■【チェックポイント】■■■■  
・森林の適正な管理計画が明確に示され、実施されている。                     

・国内の森林関連法、国際条約と国際的取り決めを遵守している。                  

・林業と地域社会との適正な関係性が保たれている。                        

・生態系、水資源、土壌が適切に保全されている。                        

 
■■■■【木材の産地である森林の持続可能性を評価する手法】■■■■  

手法１ 

公的な森林認証機関により森林認証（ＦＭ認証）を確認 

公的に認定された専門の第三者機関（ＦＳＣ、ＳＧＥＣ、など）により、森林に対する認証 

（ＦＭ認証）を受けている産地から産出された木材であることを確認する。 

手法２ 

監督的立場にある関係者により森林認証（ＦＭ認証）と同等であることを確認 

監督的立場にある関係者により、森林に対する認証（ＦＭ認証）と同等の管理がなされている

ことが確認された産地から産出された木材であることを確認する。 

手法３ 

監督的立場にある関係者により森林経営計画の実施状況を確認 

市町村により認定された森林経営計画のある産地で、監督的立場である関係者によって、 

森林経営計画が正しく実施されていることを確認する。 

手法４ 

「森林の見える木材ガイド」により産地の３つの評価区分のランクを確認 

森林の見える木材ガイドにおける、「１違法伐採リスク区分」、「２伐採地環境負荷区分」、 

「3樹種の絶滅危惧リスク区分」の３つのランクが全て「Ａ」であることを確認する。 

顔の見える木材調達の場合 手法１～４全て可 顔の見えない木材調達の場合 手法１、４のみ可 

 
  

■■■■【手法の解説】■■■■    

  
手法１  公的な森林認証機関により森林認証（ＦＭ認証）を確認                  
 

森林認証制度 
森林認証制度とは、持続可能な管理がなされた森林と、そこから切り出される木材に証明（認証）を

発行し、ラベルをつけることで、消費者に環境に配慮した木材を選んで買う機会を提供する制度です。

認証審査は認証組織自体ではなく、認定された専門の第三者機関が、原則や基準に従って厳正に行ない

ます。認証発行後も有効期間中は毎年監査が行われ、より健全で持続的な森林管理・木材加工流通に向

けて継続的に取り組まれます。 
森林認証の種類には、森林に対する認証（Forest Management：FM 認証）の他、認証された森林から

の木材の加工・流通プロセスに対する認証（Chain of Custody：CoC 認証）があります。ＦＭ認証では

環境や地域住民などに配慮した森林管理の状態を評価し、ＣｏＣ認証では認証材が非認証材と混ざらず

きちんと区別されて取り扱われているか、ラベルがきちんとルール通りに貼り付けられているかを確認

します。ＦＭ認証は林業会社、森林組合、市町村林、大手製紙・住宅会社の社有林など、ＣｏＣ認証は、

製材、建築、家具加工などから、紙・パルプに関連する多種多様な企業が取得し、持続可能な森林づく

りに貢献しながら、消費者への積極的なエコ・アピールの手段として活用されています。国内の代表的

な森林認証制度として、ＦＳＣとＳＧＥＣが上げられます。 
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（OKHOTSK エコフォーレスト研究会パンフレットより） 

国内の主要な森林認証制度 
FSC：Forest Stewardship Council （ＦＳＣジャパン：http://www.forsta.or.jp/fsc/ ） 
 
1993 年創設。ドイツ・ボンに非営利・非政府の FSC 本部（FSC International）

があり、世界の各国・地域で下部組織が展開している。FSC 森林認証規格は、

国・地域ごとに異なり、FSC 本部が掲げる 10 項目の原則と、それらに基づく

56 項目の基準をベースに、各国・地域のニーズに即した個別の規格が設けら

れている。また、森林認証と共に、林産物の加工過程経路のトレーサビリテ

ィーの確立と、完成した林産物が FSC 認証森林およびその他の FSC の定める

基準を満たしていることを保証する、生産・加工・流通過程の管理の認証

（CoC 認証）も実施している。 

 
SGEC：Sustainable Green Ecosystem Council（緑の循環認証会議：http://www.sgec-eco.org/ ） 

 
2003 年創設。世界的に推奨されている持続可能な森林管理の考え方をもとに、

人工林の割合が高く、所有規模が小さいという日本の森林の実情を踏まえて

つくられた国際性を持つ基準。日本が参加している「モントリオール・プロ

セス」（国際基準）を踏まえて定められた SGEC の 7 つの基準と 36 の指標か

ら「認証単位」の実情に応じた「審査要件」（具体的な審査項目）を設定し

た上で、審査が行われる。森林認証と共に分別・表示システムとして「SGEC

認証林産物取扱認定事業体」の設定（いわゆる CoC 認証）も運営している。 

  

  

手法２ ： 監督的立場にある関係者により森林認証（ＦＭ認証）と同等であることを確認     

 

森林組合や林業関係者の協力のもと、森林管理状況がＦＳＣ又はＳＧＥＣ森林認証制度の要求事項に

合致しているかどうか、監督的立場にある関係者が確認します。各基準の詳細は、各認証団体のホーム

ページやマニュアルなどを参照してください。 

 

ＦＳＣ森林認証制度 １０の原則  （ＦＳＣジャパン ホームページより） 

原則１ 法律とＦＳＣの原則の遵守 

森林管理は、その国のすべての森林関連法およびその国が加盟する全ての国際条約と国際的取り決めを遵守するととも

に、ＦＳＣの原則と規準に沿うものであること。  

原則２ 保有権、使用権および責務 

土地や森林資源に対する長期にわたる保有や使用の権利は、明確に規定されるとともに文書化され、また法的に確立さ

れること。 

原則３ 先住民の権利 

先住民が、彼らの土地やテリトリー、資源を所有、利用、そして管理する法的及び慣習的権利が認められ、尊重されるこ

と。 

原則４ 地域社会との関係と労働者の権利 

森林管理は、林業に従事するものと地域社会が、長期にわたり社会的、そして経済的に十分な便益を得られる状態を継

続、あるいは高めるものであること。 
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原則５ 森林のもたらす便益 

森林管理は、経済的な継続性と、環境や社会が享受しているさまざまな便益とを確保できるよう、森林から得られる多様な

生産物やサービスの効果的な利用を促進するものであること。 

原則６ 環境への影響 

森林管理は、生物の多様性とそれに付随する価値、水資源、土壌、そしてかけがえのない、しかも壊れやすい生態系や

景観を保全し、生態学的な機能や森林の健全さを維持するものであること。 

原則７ 管理計画 

森林において実施される事業の規模と内容に応じた適切な管理計画が文書化され、それに沿って事業が実施され、常に

更新されること。また、長期的な見地に立った管理目標、目標達成のための手段が明確に提示されること。 

原則８ モニタリングと評価 

森林管理の規模と内容に応じた適切なモニタリングが、森林の状態、林産物の生産量、生産・加工・流通各段階、管理作

業およびそれらが社会や環境に与える影響を評価するために行なわれること。 

原則９ 保護価値の高い森林の保存 

保護価値の高い森林の管理は、その森林の特質を維持、または高めるものでなければならない。保護価値の高い森林に

関する決定は、常に慎重に行われなければならない。 

原則 10 植林 

植林は、原則の１から９及び原則 10 とその規準に従って計画および管理されるものとする。植林は、社会的、そして経済

的便益を提供し、世界の林産物需要を満たすとともに、天然林の管理を補助し、天然林への利用圧を軽減し、その復元

および保全を推進するものであること。 

 

ＳＧＥＣ森林認証制度 ７つの基準  （森林認証と林業・木材産業／全林協編より） 
基準１ 認証対象森林の明示及びその管理方法の確定 

対象森林の具体的内容（位置、所有・管理・権利、法的規制、林種別面積・材積など）が明確に示されており、また、所有

者自らの管理基本方針に基づいて、当該森林についての施業計画が作成されている。 

基準２ 生物多様性の保全 

生物多様性の保全計画は、ランドスケープレベルから代表的生態系タイプごとまでの管理計画が定められ、また、希少

種、危急種、絶滅危惧種のほか、貴重な自然植生があればそれらが保護されている。 

基準３ 土壌及び水資源の保全と維持 

土砂流出防止や水資源保全のために、森林の伐採・集運材や林道開設に当たって最新の注意が払われ、また、水系を

化学物質による汚染から守る配慮がなされている。 

基準４ 森林生態系の生産力及び健全性の維持 

伐採は、持続的森林経営の理念に基づき計画的に行われ、伐採方式は原則として非皆伐または小面積皆伐がとられて

いる。更新は施業履歴を参照しつつ適地敵木の原則に基づき行われ、続いて適正な保育及び間伐が行われている。 

     山火事や病虫獣害の防止について普及指導を含む適切な対処がとられ、また、農薬など化学物質の使用に注意が払わ

れている。 

基準５ 持続的森林経営のための法的・制度的枠組 

関係する法律・条令等が遵守されるとともに、地域社会の慣習的権利が尊重される。また、管理委託者や林業従事者に

対しては、管理方針の理解を得るとともに、従業員に対して、生活、健康及び安全面での日常的配慮がなされている。 

基準６ 社会・経済的便益の維持及び増進 

市民ができるだけ森林に接触する機会を提供することに努める一方、入林者に対する環境教育や安全対策にも努める。

森林管理に当たって、景観、野外レクリエーションにも配慮がされ、文化的・歴史的に価値ある森林は保護されている。 

また、認証森林の二酸化炭素吸収源としての機能を高めるとともに、認証森林からの林産物を消費者に適正に提供する

ために他と仕分けするよう努めかつ多用途に有効活用する。 

基準７ モニタリングと情報公開 

管理計画の見直しに役立てるため森林の現況及び管理の状態を定期的にモニタリングし、その概要は原則公開とする。 

対象森林について、施業記録のほか観察記録を極力残すとともに、自治体などによる広範囲の動植物モニタリングに協

力態勢がある。 

 

 

 

 

手法３ ： 監督的立場にある関係者により森林経営計画の実施状況を確認            

 
森林経営計画制度  （林野庁 ホームページより） 

 
森林経営計画とは、「森林所有者」又は「森林の経営の委託を受けた者」が、自らが森林の経営を行う

一体的なまとまりのある森林を対象として、森林の施業及び保護について作成する５年を１期とする計

画です。一体的なまとまりを持った森林において、計画に基づいた効率的な森林の施業と適切な森林の

保護を通じて、森林の持つ多様な機能を十分に発揮させることを目的としています。 
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手法４ ： 「森林の見える木材ガイド」により産地の３つの評価区分のランクを確認        

 
森林の見える木材ガイド  （フェアウッド・パートナーズ ホームページより）  http://www.fairwood.jp/woodguide/ 
  
「森林の見える木材ガイド」は、国際環境 NGO FoE Japan と（財）地球・人間環境フォーラムが

協同で活動しているフェアウッド・パートナーズが、WEB 上に公開している、日本国内で流通してい

る木材樹種の環境性能を評価した木材ガイドです。 
WEB サイトでは、国産、および北米、南米、北洋、南洋、アフリカ、NZ・豪州、そして中国の世界

各地から輸入される合計 100 以上の樹種について、「五十音順」、「産地別」、「用途別」、「一覧表」の分

類にて紹介しています。   
 木材を選ぶ際に伐採地の環境に配慮できるように、原産地の森林環境や社会状況に由来する環境情報

に合わせて、樹種の物理的性質や強度などの情報が紹介されています。違法伐採リスク、伐採地環境負

荷リスク、樹種の絶滅危惧リスク、耐久性、輸送負荷という５つの指標で樹種ごとの環境性能を評価し

たレーダーチャートが示されています。レーダーチャートは、５点を結んだ面積が大きいほど環境性能

が高いことを示しています。 
（代表的な木材の評価例） 

            
 

（国産スギ）                    （ホワイトウッド・ドイツトウヒ・欧州トウヒ ）            〔カナダ産の場合〕   

（ベイマツ,ダグラスファー,オレゴンパイン） 
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２流通（流通経路の透明性・信頼性）                        

 
 

■■■■【チェックポイント】■■■■ 
・木材の産地から消費地までの間に通過した、一連の流通経路情報が確認できる。          

・偽りのない、信頼性の高い情報として確認できる。                       

 
■■■■【木材の流通経路の透明性・信頼性を評価する手法】■■■■ 

手法１ 

公的な森林認証機関により森林認証（ＣｏＣ認証）を確認 

公的に認定された専門の第三者機関（ＦＳＣ、ＳＧＥＣ、など）により、製品流通に対する 

認証（ＣｏＣ認証）を受けている木材であることを確認する。 

手法２ 

都道府県産材認証などの制度により流通経路情報を確認 

都道府県その他の信頼性の高い機関・団体による、産地証明制度等に組み込まれた、流通経路

を確認する仕組みを用いて、流通経路が明らかであることを確認する。 

手法３ 

合法木材の証明制度により流通経路情報を確認 

林野庁の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」に基づく３つ

のいずれかの方法により、流通経路が明らかであることを確認する。 

手法４ 

監督的立場にある関係者により流通把握度を確認 

監督的立場にある関係者により、ウッドマイルズ関連指標の一つである「流通把握度」を確認

する。 

顔の見える木材調達の場合 手法１～４全て可 顔の見えない木材調達の場合 手法１、２、３のみ可

  

  

■■■■【手法の解説】■■■■ 
 

手法１  公的な森林認証機関により森林認証（ＣｏＣ認証）を確認               
 

（※「１産地」のページの「森林認証制度」を参照のこと） 
 

 

手法２  都道府県産材認証などの制度により流通経路情報を確認                
 
現在多くの都道府県で実施されている木材の

産地証明制度では、産地のみを証明するだけでな

く、産地から消費地までの流通経路を確認する仕

組み（トレーサビリティーシステム）が組み込ま

れた制度があります。 
例えば、ウッドマイレージ CO2 を組み込んだ

制度として特徴的な京都府産木材認証制度では、

第三者機関である京都府地球温暖化防止活動推

進センターによって、ウッドマイレージ CO2 と

共に京都府産木材の流通経路情報が、利用者へ提

供されています。 

（京都府ウッドマイレージＣＯ２認証制度の仕組み）
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手法３  合法木材の証明制度により流通経路情報を確認                    
 
合法木材 
違法伐採問題は、世界の森林減少だけでなく、違法に伐採された安価な木材が輸入されると、日本の

ような木材輸入国にとって、国内の林業・木材産業にも悪影響を与えることから、平成 18 年 4 月から、

政府が調達する木材・木材製品については、合法性等の証明が必要になりました。 
木材・木材製品の合法性等の証明については、林野庁「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明

のためのガイドライン」にて、森林認証を活用する方法、業界団体の認定を受けた事業者が証明する方

法、事業者独自の取り組みによる方法、という３つの方法が上げられています。 
（社）全国木材組合連合会の WEB サイト「合法木材ナビ」（ http://www.goho-wood.jp ）では、合法

木材製品を取り扱っている全国の認定団体・事業者の情報が掲載されています。 
木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン（林野庁）による３つの方法 

 

（１）森林認証制度及びＣｏＣ認証制度を活用した証明方法  

[1] 概要  

森林認証制度及びＣｏＣ認証制度は、持続可能な森林経営の行われている森林を第三者機関が評価・認証し、そ

こから生産された木材・木材製品を分別管理することにより、消費者が選択的にこれらを購入できるようにする制

度であり、これを活用する。 
[2] 留意事項  

合法性、持続可能性については、森林認証を取得した森林から生産された木材・木材製品がＣｏＣ認証と連結し、

合法木材認定マークが押印された木材・木材製品、伝票等をもって証明されることが必要である。 
（２）森林・林業・木材産業関係団体の認定を得て事業者が行う証明方法  
[1] 概要  

森林・林業・木材産業関係団体は、合法性、持続可能性の証明された木材・木材製品を供給するための自主的行

動規範を作成する。自主的行動規範においては、合法性、持続可能性の証明された木材・木材製品の供給に取り組

む当該団体の構成員についてその取組が適切である旨の認定等（例えば、分別管理体制、文書管理体制の審査・認

定等）を行う仕組み、木材・木材製品を供給するに当たって留意すべき事項等を定め公表する。 
具体的には、認定事業者が直近の納入先の関係事業者に対して、その納入する木材・木材製品が合法性、持続可

能性を証明されたものであり、かつ、分別管理されていることを証明する書類（証明書）を交付することとし、そ

れぞれの納入ごとに証明書の交付を繰り返して合法性、持続可能性の証明の連鎖を形成することにより証明を行う。

[2] 留意事項  

ア 基本的な留意事項  
各段階における合法性、持続可能性の証明書には、対象木材・木材製品の品目、数量等の基礎的な情報に加えて、

関係団体の自主的行動規範に基づき認定を受けた際に付与された番号（認定番号）を記載する必要がある。 
イ 伐採段階の留意事項  

伐採段階においては、アの基本的な留意事項に加えて、原木の伐採箇所を記載するとともに、合法性、持続可能

性の証明を次のように行う必要がある。 
（ア）合法性については、伐採に当たって原木の生産される国又は地域における森林に関する法令に照らし手続が

適切になされた旨を証明書に記載すること。 
（イ）持続可能性については、原木が持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものである旨を証明

書に記載すること。 
ウ 加工・流通段階の留意事項  

加工・流通段階においては、アの基本的な留意事項に加えて、納入する製品は合法性、持続可能性の証明がなさ

れたもの又はその証明がなされた材料を使用して製造されたものである旨を証明書に記載する必要がある。 
エ 納入段階の留意事項  

納入段階においては、調達者等の要求により、アの基本的な留意事項に加えて、納入する木材・木材製品は、合

法性、持続可能性の証明がなされたものである旨を証明書に記載する必要がある。 
オ その他の留意事項  

（ア）合法性、持続可能性の証明は、証明書に必要な事項を記載して行うものとする。ただし、証明に必要な事項

を納品書等に記載することで証明書に代えることができる。 
（イ）証明書の記載事項の一部と同様の事項が記載されている既存の書類（納品書等）の写しを添付することによ

り、証明書における同事項の記載を省略することができる。 
（３）個別企業等の独自の取組による証明方法  
[1] 概要  

規模の大きな企業等が上記（１）又は（２）の方法によらず、独自の取組によって森林の伐採段階から納入段階

等に至るまでの流通経路等を把握した上で証明を行う。 
[2] 留意事項  

合法性、持続可能性については、森林・林業・木材産業関係団体の認定を得て事業者が行う証明方法と同等のレ

ベルで信頼性が確保されるよう取り組む必要がある。 
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手法４  監督的立場にある関係者により流通把握度を確認                   
 

流通把握度 
 

ウッドマイルズフォーラムが提唱している、木材流通の４つの指標（ウッドマイルズ、ウッドマイレ

ージ、ウッドマイレージＣＯ２、流通把握度）の１つで、使用された木材の産地から消費地までの流通

経路について、全体の何割を確実に把握しているかを示す指標です。 

ウッドマイルズ関連指標算出マニュアルでは、使用した木材の材積に対して、確実に把握しているウ

ッドマイルズ（輸送距離）の比率を掛け合わせて算出される流通把握材積が、全体の材積に占める割合

で表される、木材流通経路の把握の度合いを表す指数（単位：％）、として定義されています。 

 
   

j i

ViDiDjeVi //*  

Vi＝使用された木材のうち、輸送経路 iを経た木材の使用量（㎥） 

Dje=輸送経路が確実である木材の輸送距離（㎞） 

Di=木材の輸送距離（㎞） 
 
また、ウッドマイルズフォーラムでは、流通経路が「確実」であるか、「推定・暫定」であるかにつ

いて、以下により判断しています。 
 
「確実」となるもの 

   ・森林認証（ＣｏＣ認証）木材や各自治体の流通認証材などの流通認証材 
   ・素材生産者、市場、製材所、設計者、施工者などが、自ら確実に管理したもの 
   ・複数の確実かつ定常的な入荷経路があるため、各々の入荷量の割合から平均入荷距離を割り出

したもの（市場の入荷平均距離など） 
  「推定・暫定」となるもの 
   ・ウッドマイルズフォーラム、その他の参考推定値、参考暫定値を使用したもの 
   ・経路の拠点や距離について確証がもてない推測のもの 
 

 
（木材の履歴と流通把握度：ウッドマイルズレポート） 
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３省エネルギー（木材生産の環境負荷削減） 

 
 

■■■■【チェックポイント】■■■■  

・木材の製造エネルギー（特に「輸送過程」と「乾燥過程」）の削減に寄与している。             

 
■■■■【木材生産の環境負荷削減を評価する手法と評価レベル】■■■■ 

手法１ 

監督的立場にある関係者により、乾燥と輸送過程の環境負荷削減率を確認 

監督的立場にある関係者により、木材の乾燥過程（化石燃料の使用）、及び輸送過程（ウッドマ

イレージＣＯ２）の環境負荷削減率を確認する。 

手法２ 

その他の研究データによる確認 

その他独自の研究データにより、木材の製造過程、及び輸送過程の環境負荷削減率を確認する。

 

手法３ 

カーボンフットプリントなどの新たな制度による確認 

ライフサイクル分析を用いた、カーボンフットプリントなどの新たな制度により、製品のライ

フサイクル全体の環境負荷削減率を確認する。 

顔の見える木材調達の場合 手法１～３全て可 顔の見えない木材調達の場合 手法１～３全て可 

  

■■■■【手法の解説】■■■■ 

 

木材製品の製造エネルギー 
 木材製品の製造エネルギーに関する研究が進んできました。育林、収穫、製造、輸送、という一連の

消費エネルギーを積み上げて、総合的な評価を行うライフサイクル分析の 近の研究データから、特に

「輸送過程」及び「製造における乾燥過程」の消費エネルギーの差異が大きいことが分かってきました。 

本来であれば、全ての工程を積み上げた合計で評価することが望ましいですが、実務においてこれら

を実施することは現状ではまだ困難であるため、本チェックブックでは、特に「輸送」と「乾燥」に焦

点を当て、評価を行うことにしています。 

 
参考となる研究データ 

【ＬＣＣＭ住宅研究開発委員会／（財）建築環境・省エネ

ルギー機構】LCCO2 部会Ｈ21 年度研究報告より 

http://www.jsbc.or.jp/lccm/files/lccm_02.pdf 
a) 現状ケースに関して  

地場産木材のCO2排出量が も多く、特に製材段階（乾

燥工程）が占める割合が85%と大きい。中小規模の製材所

では、乾燥工程において昼間は木屑を利用しているが、夜

間は人件費削減のためにA重油での自動運転に切り替え

ているために木屑利用率が国産材（一般財）、輸入材と比

較して小さくなっているためである。国産材（一般財）、

輸入材は、輸送を県外、国外間で行っており輸送段階の

CO2排出量が多いが、大規模製材所において24時間木屑を

利用しているため、全段階のCO2排出量が、中小規模製材

所の地場産木材よりも少なくなっている。  
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b) 対策ケースに関して  

地場産木材の木屑利用率を現状の 59％から 100％に向上させた場合の CO2排出量を推計した。100％
に向上させることで現状から 69％と大幅な削減が可能であり、全段階の CO2排出量は国産材(一般材)、
輸入材を下回る。 

 
手法１  監督的立場にある関係者により、乾燥と輸送過程の環境負荷削減率を確認        
 

ウッドマイレージＣＯ２ 

ウッドマイルズフォーラムが提唱している、木材流通の４つの指標（ウッドマイルズ、ウッドマイレ

ージ、ウッドマイレージＣＯ２、流通把握度）の１つで、使用された木材が、産地から消費地までの輸

送過程で排出されたＣＯ２の量を示す指標です。 

ウッドマイルズ関連指標算出マニュアルでは、輸送経路に応じた輸送手段（自動車、鉄道、船舶など）

毎の距離に応じたエネルギー消費によって排出される二酸化炭素の量として定義されています。 

 

   
i

EbDbiErDriEcDciVi ****  

Vi＝使用された木材のうち、輸送経路 iを経た木材の使用量（㎥） Di=木材の輸送距離（㎞） Dci=木

材の自動車輸送距離（㎞） Dri=同鉄道輸送距離（㎞） Dbi=同船舶輸送距離（㎞） 

Ec=自動車輸送 CO2排出原単位（㎏/㎥・㎞） Er=鉄道輸送 CO2排出原単位（㎏/㎥・㎞） 

Eb=船舶輸送 CO2排出原単位（㎏/㎥・㎞） Ddi=収穫箇所までの直線距離（㎞） 
 
 ウッドマイルズフォーラムでは、ウッドマイレージＣＯ２の全国平均値を割り出しています（全国平

均値は研究の進捗状況に応じて随時改定されます）。この値と算出結果を比較して、ウッドマイレージ

ＣＯ２削減率を評価します。 
 

化石燃料削減率 
多くの木材乾燥は、重油や灯油などの化石燃料を使用した人工乾燥ですが、 近では、乾燥エネルギ

ー削減のため、製材時に廃棄物として出てくる端材やおが粉などのバイオマス燃料を用いた人工乾燥や、

天然乾燥を部分的に取り入れる事例も増えつつあります。 

厳密には、木材乾燥に使用される化石燃料の平均値と実際の使用量の差異を評価すべきですが、現状

では、まだ化石燃料の信頼できる平均値が導き出されていませんので、本チェックブックでは、乾燥工

程において、全て化石燃料による人工乾燥で行った場合と、実際に実施した乾燥工程で使用された化石

燃料の差異から、木材乾燥における化石燃料削減量を割り出し、評価することとします。 

具体的には、下記の参考例に従って評価して下さい。 

 

（参考例） 
実際の乾燥工程 木材乾燥における化石燃料削減率 

100％天然乾燥 100％ 

100％バイオマス燃料による人工乾燥 100％ 

化石燃料による人工乾燥 100％の場合は乾燥に 5 日間かかるが、

1 日のみ化石燃料による人工乾燥とし、その後は天然乾燥とした 

80％ 

（5 日間のうち 4 日分の燃料消費を削減した） 

バイオマス燃料を 50％用いた人工乾燥 50％ 

100％化石燃料による人工乾燥 0％ 

 

手法２  その他の研究データによる確認                           
その他独自の研究データにより、木材の製造過程、及び輸送過程のエネルギー削減率が把握できる場

合は、その値を確認する。 
 

手法３  カーボンフットプリントなどの新たな制度による確認                
ライフサイクル分析を用いた、カーボンフットプリントなどの新たな制度により、製品が消費するエ

ネルギー全体の削減率を確認する。カーボンフットプリントの詳細は、カーボンフットプリント WEB
ページ（https://www.cfp-japan.jp/）を参照下さい。 
※木材のカーボンフットプリント製品種別基準（CFP-PCR）（※PCR：Product Category Rule） 

認定 CFP-PCR 番号：PA-CC-03 対象製品：木材・木質材料（2014 年 12 月 22 日認定）  
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４基本的な品質（木材の強度・乾燥）  

 
 

■■■■【チェックポイント】■■■■ 
・木材製品の品質で特に重要な、強度、含水率が確認できる。                   

 
■■■■【木材の基本的な品質を評価する手法と評価レベル】■■■■ 

手法１ 

要求品質を満たしているＪＡＳ認定製品であることを確認 

木材製品の用途に応じたＪＡＳ認定製品であり、明示されている強度等級（構造用のみ）、及び

乾燥処理（含水率）が、要求品質を満たしていることを確認する。 

手法２ 

都道府県などの品質表示制度により要求品質を満たしている製品であることを確認 

都道府県その他の信頼性の高い機関・団体による、品質表示の仕組みを用いて、強度等級 

（構造用のみ）、及び乾燥処理（含水率）が要求品質を満たしていることを確認する。 

手法３ 

監督的立場にある関係者により要求品質を満たしている製品であることを確認 

監督的立場にある関係者により、強度等級（構造用のみ）、及び乾燥処理（含水率）が関係法令

の要求品質を満たしていることを確認する。 

手法４ 

当事者間の合意による要求品質を満たしている製品であることを確認 

監督的立場にある関係者により、木材供給者、施工者（製造者）、消費者、３者が書面にて合意

をした、独自の品質基準を満たしていることを確認する。 

顔の見える木材調達の場合 手法１～４全て可 顔の見えない木材調達の場合 手法１、２のみ可 

  

■■■■【手法の解説】■■■■ 
 

木材の強度と乾燥 
ＪＡＳ（日本農林規格）では、木材製品について、構造材、集成材、造作材等の用途別に、樹種、種

類、強度や見栄えの等級、保存処理、寸法、乾燥処理、等を定めています。全てを確認することが理想

的ですが、本チェックブックでは、木材の品質管理において特に重要な「強度等級」（構造用のみ）と

「乾燥処理」（含水率）の２点に焦点をあて、基本的な品質の評価を行うこととします。 

 

手法１  要求品質を満たしているＪＡＳ認定製品であることを確認                    

 
木材製品に明示されているＪＡＳマークにて、

強度等級（構造用のみ）、保存処理（含水率）が、

要求品質を満たしているかを確認します。 
 

  

（ＪＡＳマーク表示例） 

 
（わかりやすい新ＪＡＳの解説／全国木材検査会・研究協会より） 
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手法２  都道府県などの品質表示制度により要求品質を満たしている製品であることを確認    
都道府県や木材組合などが実施している品質表示制度によって、強度等級（構造用のみ）、及び乾燥

処理（含水率）が、要求品質を満たしているかを確認します。 

【（参考）越後杉ブランド 品質・性能基準の概要】（新潟県ホームページより） 
種別 含水率 曲げ性能 材面品質 寸 法 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ放散量 

構造用製材（平角を除く） 20%以下 3.9 以上 JAS2 級相当 ﾏｲﾅｽを認めず  

構造用製材（平角） 25%以下 5.9 以上 JAS2 級相当 ﾏｲﾅｽを認めず  

造作・下地製材 18%以下   ﾏｲﾅｽを認めず  

構造用集成材 15%以下 5.0 以上 JAS に準じる ﾏｲﾅｽを認めず 最も少ない F☆☆☆☆ 

造作用集成材 15%以下  JAS に準じる JAS に準じる JAS に準じる 

構造用合板 14%以下 JAS に準じる JAS に準じる JAS に準じる 最も少ない F☆☆☆☆ 

普通合板 14%以下  JAS に準じる JAS に準じる 最も少ない F☆☆☆☆ 

 

手法３  監督的立場にある関係者により要求品質を満たしている製品であることを確認      
 監督的立場にある関係者自らが、強度等級（構造用のみ）、及び乾燥処理（含水率）が、関係法令の

要求品質を満たしていることを確認します。 
 
木材の強度規格 
木材の強度は強度規格に応じて、下表のように大別されています。 

区     分 定      義 

①無等級材 強度等級区分されていない材 

②（JAS 規格）目視等級区分構造用製材 材の欠点を目視により測定し、等級区分するもの 

■ 甲種構造材 主として高い曲げ性能を必要とする部分に使用するもの（梁桁） 

・ 構造用Ⅰ 
木口の短辺が 36 ㎜未満のもの 

木口の短辺が 36 ㎜以上、長辺が 90 ㎜未満のもの 

・ 構造用Ⅱ 木口の短辺が 36 ㎜以上、長辺が 90 ㎜以上のもの 

■ 乙種構造材 主として圧縮性能を必要とする部分にしようするもの（柱） 

③（JAS 規格）機械等級区分構造用製材 機械によりヤング係数を測定し、等級区分するもの 

強度等級区分されていない材を無等級材とよび、建設省（国土交通省）告示により基準強度が定めら

れています。「無等級材」強度基準は、無欠点小試験体の強度を求めて、これに節、丸身、などの影響

を考慮した強度低減係数を掛けて求めたもので、必ずしも木材の品質を保証しているとはいえません。

「無等級材」の材料強度を適用する前提としては、旧「針葉樹の構造用製材の日本農林規格」の甲種構

造材 2級と同等以上の品質を確保することが必要とみられています。 

 

無等級材の基準強度 （建設省告示 1452 号：平成 12 年 5 月 31 日） 

樹  種 
基準強度（N/㎜ 2） 

圧縮 引張り 曲げ せん断

針葉樹 

Ⅰ類 あかまつ、くろまつ、べいまつ 22.2 17.7 28.2 2.4 

Ⅱ類 からまつ、ひば、ひのき、べいひ 20.7 16.2 26.7 2.1 

Ⅲ類 つが、べいつが 19.2 14.7 25.2 2.1 

Ⅳ類 もみ、えぞまつ、とどまつ、べにまつ、すぎ、べいすぎ、スプルース 17.7 13.5 22.2 1.8 

広葉樹 
Ⅰ類 かし 27.0 24.0 38.4 4.2 

Ⅱ類 くり、なら、ぶな、けやき 21.0 18.0 29.4 3.0 

構造計算を行う場合は、原則として規格・製造基準等により一定の品質が確保されたものを用いるべ

きであると考えられています。 

 

目視等級区分構造用製材 
目視等級区分の基本は、木材の強度を代用するも

のとして、材面幅に占める節の幅の割合（節径比）

で算出しています。また曲げ性能を必要とする甲種

構造材であれば、節等の欠点が梁成方向の材央部に

あれば比較的強度に影響しない、材縁部は影響する

とし、節が材長方向 15ｃｍ以内に集中している場合

は破壊時に影響するとして、集中節としてまとめて

算出するなどの評価法としています。 

 
（目視等級区分の評価法の概要）
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ＪＡＳ目視等級構造用製材の材面の品質 

区   分 
甲種構造用Ⅰ 甲種構造用Ⅱ 乙種構造材 

1 級 2 級 3 級 1 級 2 級 3 級 1 級 2 級 3 級 

節 

 

径 

 

比 

 

％ 

単独節 

全 面 20 40 60    30 40 70 

狭い材面    20 40 60    

広い 

材面 

材縁部    15 25 35    

中央部    30 40 70    

集中節 

全 面 30 60 90    45 60 90 

狭い材面    30 60 90    

広い 

材面 

材縁部    20 40 50    

中央部    45 60 90    

丸身（稜線上の欠けキズを含む） 10 20 30 同 左 同 左 

貫通割れ 

木 口 

長辺

寸法

以下 

長辺

寸法

×1.5

長辺 

寸法 

×2.0 

同 左 同 左 

材 面 0 
材長

×1/6

材長 

×1/3 
同 左 同 左 

目まわり 

短辺

寸法 

×1/2 

短辺

寸法

×1/2

 同 左 同 左 

繊維走行の傾斜比 1：12 1：8 1：6 同 左 同 左 

平均年輪幅（㎜） 6 8 10 同 左 同 左 

腐 朽 0 軽微
顕著 

でない

同左 

（土台用は 0） 
0 軽微 

顕著 

でない

曲がり（％） 
極 

軽微 
軽微

顕著 

でない
0.2 0.5 0.5 0.2 0.5 0.5 

狂い及びその他の欠点 軽微 

顕著

で 

ない 

使用上

支障 

ない 

軽微

顕著

で 

ない 

使用上

支障 

ない 

軽微 

顕著

で 

ない 

使用上

支障 

ない 
（わかりやすい新ＪＡＳの解説／全国木材検査会・研究協会より） 

 

機械等級区分構造用製材 
機械等級区分は、木材の強度（最大強度）を

機械的に推定するもので、曲げヤング係数と曲

げ強さとの関係が相関関係にあることを応用

し、一定範囲の曲げヤング係数に対して等級区

分を行っています。 

測定装置としては、実際に荷重し、その歪み

を測定する載荷式と、打撃の振動周波数と比重

（重量）から算出する打撃式があります。 

機械等級区分により、目視等級区分に比べて

強度性能がより明確になっています。 

0

10

20

30

40

50

60

70

0 5 10 15

曲げヤング係数（ＫＮ/ｍｍ2）

曲
げ

強
さ

（
Ｎ

/
ｍ

ｍ
2
）

Ｅ50

Ｅ70

Ｅ90

Ｅ110

目視等級区分　乙構造材
2級 3級 挌外

平均値 40.4 39.5 34.8
標準偏差 8 8.5 8.1
下限値 24.7 22.8 18.9
個体数 2118 1149 197 5645

出現比率 38 20 3

Ｅ130 Ｅ110 Ｅ90 Ｅ70
平均値 61.2 52.3 46 39.5

標準偏差 8.7 6.7 6.3 6.8
下限値 44.1 39.2 33.7 26.2
個体数 44 476 2008 3324 7549

出現比率 1 6 27 44

等級区分の上下関係は出現比率に応じて区分した

1697
22

27.5

21.4

機械等級区分

42

Ｅ50
34.1
6.5

1級
43.8
8.3

2378

目視等級区分の頻度分布

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

10 30 50 70 90
曲げ強さ(N/mm2)

頻
度

1級

2級

3級

挌外

機械等級区分の頻度分布

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

10 30 50 70 90
曲げ強さ(N/mm2)

頻
度

Ｅ130

Ｅ110

Ｅ90

Ｅ70

Ｅ50

 
スギ製材品の曲げヤング係数と曲げ強度との関係      等級区分方法の比較 スギ（製材品の強度性能に関するデータベースより算出） 

  
 

（載荷式グレーディングマシン）     （打撃式グレーディングマシン） 
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乾燥処理（含水率） 

木材は含水率の変化により寸法が変わるので、加工する際にはそれぞれの材料の含水率を使用目的に

合った含水率に一様に揃えておく必要があります。国内の一般的平衡含水率は 15％前後といわれており、

住宅内の木材は 20％～10％の範囲（平均 12～13％）まで乾燥しています。乾燥材は理想的にはここま

で乾燥することになりますが、構造材に関しては 20％と 15％の規格が一般的となっています。 

 

日本農林規格（ＪＡＳ）の含水率基準 

品     名 含水率 

製 材 

 目視等級区分構造用製材（乾燥材の表示） 

 機械等級区分構造用製材（乾燥材の表示）   （SD：表面仕上げ材）  （D：未仕上げ材） 
 

  D25 25％以下 

 SD20 D20 20％以下 

 SD15 D15 15％以下 

造作用製材（乾燥材の表示）            （SD：表面仕上げ材）  （D：未仕上げ材）  

 SD18 D18 18％以下 

 SD15 D15 15％以下 

下地用製材（乾燥材の表示）             （SD：表面仕上げ材）  （D：未仕上げ材）  

 SD20 D20 20％以下 

 SD15 D15 15％以下 

広葉樹製材（乾燥材の表示）   D13 

D10 

13％以下 

10％以下 

集成材・構造用集成材 15％以下 

単板積層材・構造用単板積層材 14％以下 

枠組壁工法構造用製材 乾燥材 19％以下 

フローリング 

単板フローリング 

人工乾燥表示 
針葉樹 15％以下 

広葉樹 13％以下 

天然乾燥表示 
針葉樹 20％以下 

広葉樹 17％以下 

複合フローリング 14％以下 

普通合板・コンクリート型枠合板 14％以下 

 

木材の割れ、狂いは、木材の含水率

の低下に伴って発生するものですの

で、それらを防ぐため、あらかじめ適

切に乾燥させることが木材乾燥の最

も重要な目的です。また水を含む木材

は長期間力をかけ続けられると、乾燥

材に比べ、たわみ易い現象を生じます。

これをクリープ現象といい、乾燥した

木材との差は歴然です。 

    

 

含水率の測定方法 
  含水率の正しい測定方法は全乾法ですが、実務の中で使用する材料全てを全乾とすることは困難で

す。１荷口の材料から材を抜き取り、試片を切り出して全乾法で測定し、全体の含水率を推定する方法

もありますが、一般的には電気式の含水率計に頼ることが多いです。電気式の含水率計は、主に直接電

流を流してその抵抗値から測定する電気抵抗式と、高周波・マイクロ波などの電磁波を流してその吸収

容量から測定する高周波式があります。建築用材で使用される機器は携帯式と設置式があります。（財）

日本住宅・木材技術センターでは、一定の性能基準に合格した機種を認定機種に定めています。 

  
 

クリープ試験結果（岐阜県立森林文化アカデミー） 
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認定品一覧 （（財）日本住宅・木材技術センター 平成 22 年 4 月 1 日現在） 

携 帯 型 

 
認定番号 1-02-001 

高周波木材水分計 

（ＨＭ－５２０） 

（株）ケット科学研究所 

東京都大田区南馬込 1-8-1 

 TEL(03)3776-1111 

 
認定番号 1-03-001 

高周波木材水分計 

（ＨＭ８－ＷＳ２５型） 

（株）菊川鉄工所 

三重県伊勢市大湊町 85 番地 

 TEL(0596)36-2181 

 
認定番号 1-04-001 

ＣＳＡ高周波式木材水分計 

（ＤＥＬＴＡ-２００ＸＬ） 

（有）エーデス機械産業 

東京都小平市花小金井 1-15-10 

 TEL(0424)67-0401 

設 置 型 

認定番号 商 品 名 認定を受けた者 

2-01-003 
マイクロ波透過型木材水分計 

（タイプＬＡ－１） 

マイクロメジャー（有） 

静岡県榛原郡金谷町金谷 3482-413 TEL(0547)45-3023 

2-03-002 
マイクロ波透過型木材水分計 

（ＭＢ－３１００） 

（株）エーティーエー 

東京都北区滝野川 7-11-3 TEL(03)5961-5866 

 

通常使用されている高周波タイプの含水率計はその値が木材の比重に左右

されるため、木材の比重設定ダイヤルがありますが、このダイヤルは樹種ご

とに設定されるもので、木材個々の比重の違いまでカバーされていないのが

現状です。スギ材のように樹種内で比重のバラツキの大きい材ではそのバラ

ツキを許容しなければ使えない機器でもあります。また表面上の測定でもあ

ることから厚材である 4 寸材では低めの値を示すことがあることも注意が必

要な機器でもあります。マイクロ波タイプの含水率計は透過型として材厚の

影響はないとされていますが、測定含水率範囲に限界があり、規定されたＤ

20、15 ＳＤ20、15 の範囲の選別に限定して活用されています。 

 

携帯用測定器による含水率の測定方法 
１．含水率計（可能であれば２台）を用意します。 

２．含水率計の調整（温度・樹種補正）を行い、材の同じ場所で各々の含

水率計が同じ数値を示すことを確認します（２台可能である場合のみ）。 

３．材の測定面は、材幅の中央部で、木目にそって平行に軽く当てます。

１つの材で、中央部と両端部（木口より１ｍ程度の位置）各々について直

角２面（合計６箇所）を測定し、その平均値を材の含水率とします。また、

節の部分は比重が高くなるため避けます。  

携帯用測定器によるヤング係数の測定方法 
携帯用のヤング係数測定器はいくつか市販されていますが、高額なた

め、地域のグループで共同購入し使用するなどの工夫も必要です。測定

器には、全国木材検査・研究協会の認定品もあります。 

（http://www.jlira.jp/data/jas_file9.pdf） 

携帯用は打撃タイプとなりますので、測定器を設置してから木口をハン

マーで叩き、その周波数を測定器が測定することでヤング係数が計測さ

れます。  

 

手法４  当事者間の合意による要求品質を満たしている製品であることを確認          
木材は天然資源であるが故に、その品質はかなりばらつきがあります。顔の見える関係の強い地域の

木材供給者、施工者（製造者）、消費者、その他主要な関係者で独自の品質基準が用いられている例も

少なくありません。しかし、あいまいな口約束は後々のクレームやトラブルの元にもなりますので、本

チェックブックの評価では、関係者による合意の内容について、しっかりと書面を残したうえで、その

要求品質を満たしている製品であることを確認することとします。 

マイクロ波透過型木材水分計 
（MB-3100） 
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５長寿命（木材の長期利用） 

 
 

■■■■【チェックポイント】■■■■ 
・古材やリユース材など長期利用された木材である。                       

・木材の長期利用のための措置や工夫が施されている。                      

 
■■■■【木材の長期利用を評価する手法と評価レベル】■■■■ 

手法１ 

古材やリユース材であることを確認 

監督的立場にある関係者により、古材やリユース材など、既に長期利用された木材製品である

ことを確認する。 

手法２ 

特に耐久性の高い樹種であることを確認 

監督的立場にある関係者により、住宅性能表示制度において特に耐久性の高い樹種であると 

規定された木材製品であることを確認する。 

手法３ 

耐久性の高い保存処理がなされた木材であることを確認 

監督的立場にある関係者により、耐久性の高い保存処理がなされた木材製品であることを確認

する。 

顔の見える木材調達の場合 手法１～３全て可 顔の見えない木材調達の場合 手法１～３全て可 

※手法 1～3 に該当する木材製品でなくても、住宅性能表示制度の劣化対策等級 3 を満たす等、建築物

や木材製品が長期利用される工夫が施されていることを確認すれば、手法1～3と同等として評価する。 
  

■■■■【手法の解説】■■■■ 

木材の長期利用 
木材には、山の木々が成長するために吸い込んだ二酸化炭素が、炭素として蓄えられていることから、

木材製品の積極的利用が地球温暖化防止に貢献するとされています。しかし、数十年の歳月をかけて育

成される山の木々に対して、私たちが木材製品を数年で廃棄してしまっては、バランスが取れず地球温

暖化防止には貢献できません。「長寿命」の評価項目は他の評価項目とは性格が異なるものですが、現

在の建築物にも強く求められる「長く、大切に使う」ことを重要視し、試行的に組み込んだものです。

このチェックブックでは、日本の住宅の平均寿命（30 年）や、木材の平均的な伐期などを踏まえて、「長

期利用＝50 年程度」と暫定的に定義します。正しい年数であるか現段階では判断できませんが、この評

価項目を通じて様々な工夫や取組がなされ、適正な木材利用年数が導き出されていくことを期待します。 
（参考）シカゴ気候取引所（CCX)のシカゴ気候取引所森林吸収源オフセットプロジェクト 

「持続可能な森林経営のための勉強部屋」ホームページより

シカゴ気候取引所（CCX）は世界で最も早く北米では唯一の温室効果ガス（GHG）取引システムであり、世界中の

オフセットプロジェクトを包括している。メンバーとなっている団体は、2010 年までに 2000 年比で 6%の排出削減を

約束している。約束の達成手段として、CCX 上で排出削減プロジェクト及び森林プロジェクト由来の排出権クレジッ

トの売買が行われている。森林プロジェクトとしては、新規植林、再植林、持続的森林管理、そして長期保存木材製

品（Long Lived Wood Products: LLWP）が認められている。 
 LLWP は、認証を受けた持続可能な管理の行われている森林由来の伐採木材が対象となる。他プロジェクト由来の

クレジットとの等価性を確保するため、100 年後に利用されているあるいは埋立地に残っていると推定される固定量

がクレジット量として計算される。また、クレジットの権利は、伐採木材を算出した森林の土地所有者であるという

点も特徴的である。FSC あるいは PEFC の認証を受けた持続可能な管理が行われている森林が対象となる。計上に際

しては、それら森林から搬出された木材あるいは一次製品の量を把握し、製品の種類と地域別に整備されているデフ

ォルトの減衰率を用いて 100 年後に利用されている、あるいは埋立地に残っている固定量を推定する。 
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手法１  古材やリユース材であることを確認                         

古材・リユース材は、既に長期利用されている木材であることを目安とします。木材製品単体でなく

ても、建築物の改修において既存の長期利用された木材を残すことも、古材・リユース材の使用にあた

ります。 
 

手法２  特に耐久性の高い樹種であることを確認                       
ＪＡＳにおいて、高耐久樹種（耐久性区分Ｄ１）として区分されている樹種のうち、住宅性能表示制

度（劣化対策等級 3）において、保存処理なしで土台に使用できる、特に耐久性の高い樹種であると規

定された木材製品であることを、監督的立場にある関係者により確認します。 
 
（住宅性能表示制度・劣化対策等級３において、保存処理なしで土台に使用できる樹種） 

針葉樹 ヒノキ、ヒバ、ベイヒ、ベイスギ、ベイヒバ、タイワンヒノキ、ウェスタンレッドシダー 

広葉樹 ケヤキ、クリ 

（ＪＡＳが規定する高耐久樹種（Ｄ1）） 

耐久性

区分 
樹    種 

Ｄ１ 
針葉樹 ヒノキ、ヒバ、スギ、カラマツ、ベイヒ、ベイスギ、ベイヒバ、ベイマツ、ダフリカカラマツ、サイプレスパイン

広葉樹 ケヤキ、クリ、クヅギ、ミズナラ、カプール、セランガンバツ、アピトン、ケンパス、ボンゴシ、イペ、ジャラ 

Ｄ２ Ｄ１以外の樹種 

 

手法３  耐久性の高い保存処理がなされた木材であることを確認                
ＪＡＳに規定する保存処理の性能区分のうち、Ｋ３以上の防腐・防蟻処理が行われていることを、監

督的立場にある関係者により確認します。 
保存処理のＪＡＳ基準と環境区分 （わかりやすい新ＪＡＳの解説（全国木材検査・研究協会）より） 

性能 

区分 
木材の使用状態 具体的内容 使用する薬剤名（記号） 

Ｋ１ 

屋内の乾燥した条件で

腐朽・蟻害の恐れの無

い場所で、乾材害虫に

対して防虫性能のみを

必要とするもの 

ヒラタキクイムシを対象

とする。（ラワン、ナラ等

の広葉樹が対象） 

ほう砂・ほう酸混合物又は八ほう酸ナトリウム剤(B) 

Ｋ２ 

低温で腐朽や蟻害の

恐れの少ない条件下で

高度の耐久性の期待

できるもの 

比較的寒冷な地域での

建築部材用 

ジデシルジメチルアンモニウムクロリド剤(AAC-1) 

N,N-ジデシル-N-メチル-ポリオキシエチル-アンモニウムプロ

ピオネート・シラフルオフェン剤(SAAC) 

ほう素・ジデシルジメチルアンモニウムクロリド剤(BAAC) 

銅・N-アルキルベンジルジメチルアンモニウムクロリド剤

(ACQ-1) 

銅・ジデシルジメチルアンモニウムクロリド剤(ACQ-2) 

銅・シプロコナゾール剤(CUAZ) 

シプロコナゾール・イミダクロプリド剤(AZN) 

ナフテン酸銅乳剤(NCU-E) 

ナフテン酸亜鉛乳剤(NZN-E) 

第三級カルボン酸亜鉛・ペルメトリン剤(VZN-E) 

ナフテン酸銅油剤(NCU-O) 

ナフテン酸亜鉛油剤(NZN-O) 

Ｋ３ 

通常の腐朽・蟻害の恐

れのある条件下で高度

の耐久性の期待できる

もの 

土台等の建築部材用 

Ｋ４ 

通常より激しい腐朽・蟻

害の恐れのある条件下

で高度の耐久性の期

待できるもの 

屋外で風雨に直接さら

される部材用 

Ｋ５ 

極度に腐朽・蟻害の恐

れのある環境下で高度

の耐久性の期待できる

もの 

電柱、枕木、海中使用

等極めて高い耐久性

が要求される部材用 

クレオソート油(A) 

ナフテン酸銅乳剤(NCU-E)   ナフテン酸銅油剤(NCU-O) 

銅・N-アルキルベンジルジメチルアンモニウムクロリド剤

(ACQ-1) 

銅・ジデシルジメチルアンモニウムクロリド剤(ACQ-2) 
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木材調達チェックブックの使い方                                          
 

①木材調達方針の策定や実施状況のチェックに                                                           

公共木造施設や木造住宅、木製品などの木材調達を計画・検討する際に、企業の CSR（社会的責任）

活動や CSV（共有価値の創造）活動の際に、木材調達方針策定や実施状況チェック等にご活用下さい。 
（ex.木材調達方針として５つのモノサシに対する取組を記載したチェックシート） 

   
 

②木材調達レベルの格付けに                                 

 ５つのモノサシの達成状況について、使用された木材量の割合などを用いて、達成レベルを格付けす

ることもできます。木材調達方針策定の次のステップとして、適宜工夫してご活用下さい。 
（ex.５つのモノサシの達成度合いを木材使用量で格付けしたチェックシート） 

   



木を植えて、育て、使い、また木を植
える。これを持続していくことが、木
材という自然の恵みを受け続けるため
　の鉄則です。

森林の持続可能性と
言いますが、これを
無視した森林が世界
中に増えています。

私たちが使っている木材が、どんな
森林で伐られたものなのか、もしか
したら、とんでもない森林で切られ
た木材かもしれません。

木材を使う私たちが、木材が伐
られた森林を知ること、それは
とても大切なことです。

急激に工業化した今でも
木材は世界中でたくさん
使われています。
少し意識して上手に使う
と、地球環境保全へ貢献
できます。
この本は、木材を上手に
使う５つのチェックポイ
ントを提案します。

木材を大切に、長く使うこと。
これは地球温暖化防止においても
大きな意味があります。
木材の中には、山で成長する時に吸い込
んだ二酸化炭素が炭素となって、たくさ
ん蓄えられているため、身の回りの木材
製品を増やすことで、大気中の二酸化炭
素を減らす効果があるのです。

木が育つ時間を考えずに、私たちが
木材をすぐに使い捨ててしまったら、
木を植えて、育て、使い、また植える、
という循環は成り立ちません。

また、木を伐った山が再び木材を育む
ためには、最低数十年はかかります。

森林の持続可能性

品質

長寿命

産地

流通

省エネ

流通経路の透明性・信頼性

木材生産の環境負荷削減

木材の強度・乾燥

木材の長期利用

【木材調達チェックブック検討作成委員会（ウッドマイルズ研究会）】

藤原敬／白石秀知／三澤文子／松下修／榎本崇秀／中桐秀晴／山村いづみ／滝口泰弘

【編集・発行】

平成 23 年 3月発行／平成 27 年 11 月修正版発行

一般社団法人ウッドマイルズフォーラム

〒102-0081 東京都千代田区四番町 3-10 番町MKビル 301（滝口建築スタジオ内）

TEL  03-6256-8270  FAX  03-6261-2971  E-mail  info@woodmiles.net

伐った後に木を植えない
森林、伐ってはいけない
森林からの伐採、国内や
世界の様々な法律や取決
めを無視した木材の伐採。

このままでは、あっという間に地球上
の森林は無くなってしまいます。
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